
消 防 法 施 行 令 第 3 条 第 1 項 に基 づ く防 火 管 理 講 習 及 び 消 防 法 施 行 規 則 第 2 条 の 3 の 規 定 に よ る
講 習 を次 の とお り実 施 しま す 。

◆講 習 種 別 、 開 催 日、 講 習 会 場 、 予 定 人 員 等

甲種防火管 理 新規講 習

甲種 防 火 管 理 再 講 習

再講習 0 8－42003 2 0年 6月 20 日 （水 ） 7 月 16 日・－ 8月 6 日
長崎県勤労福祉会館
長崎市桜 町9－6 1 00

㊥受 講 申 し込 み方 法

下 記 協 会 へ の 窓 口 持 参 若 し≪は 、 悶 X送 信 に よ る 申 し込 み 。

【 注】 1 ．
2 ．

3 ．

⑳（財 ）長 崎 県 消 防 設 備 保 守 協 会 『凰X ⑬95 －＄2 7－55 馴

◎佐 世 保 市 消 防 属 予 防 課 臣風X ⑳9 5 6 －2 3－2 4 4 3

⑳（財 ）日 本 防 火 協 会 FA X （⑳3 ）35 馴 －7 1 3 0

申 込 期 間 内 で も 予 定 人 員 に 達 し次 第 締 め 切 り ま す の で 、 お 早 め に お 申 し込 み 下 さ い 。

受講 申 込書 を直 接 「協 会 窓 口」 に持 参 され る場 合 は 、 月 曜 ～金 曜 の午 前 9 時 か ら午後 5 時 ま で
です 。 な お 、 土 、 日 、 祝 日 は 、 受 付 を 行 い ま せ ん 。

講習会 当 日の 受 付 は 、 9泊0 ～ 9：30 （再 講 習 は、 12：30 ～ 13 ：00） で す 。

講習 時 間 は 9：30 ～ 16：30 （再 講 習 は 13：0 0 ～ 16：4 5） で す 。

4．遺旦金主．匁塵＿呈出 」互生立」
㊥受 講 料（テ キ ス 陣含 む ） 甲 種 新 規 講 習 缶，⑳ ⑳ ⑳ 岡 再 講 習 5 ，⑳ ⑳－⑳円

㊥受講 申込 書 の見 事 要 領

◎（財 ）日 本 防 火 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ 「ht申：〟w w w ．n－b ouka．orJp ／」 か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て 入 手 （記 入 例 あ り） す る 。

◎（財 ）長 崎県 消 防設 備 保 守 協 会の 窓 口 で入 手 す る。
◎ 長崎 県 内 の次 の消 防 本 部 で入 手 す る 。
長崎市 消防局 、佐世 保市消 防局、平声市 消防本部 、松浦地 区消 防組 合消 防本部 、新上五島町 消防本部

お問 い合 わせ 先
（申込 先）

財団 法人 長 崎県 消 防 設 備保 守 協 会
〒 850－0027 長 崎 市 桶屋 町 50－1 杉 本 ビル 3F

T E L  O 9 5 － 8 2 7 － 4 7 5 6 F A X O 9 5 － 8 2 7 － 5 5 0 1

総務 大 臣登録 講 習 機 関 E財 団法 人 日本 防 火 協会 】
〒 105－000 1 東 京 都港 区虎 ノ門 2－9－16

T E L  O 3 － 3 5 9 1 － 7 1 2 1 F A X  O 3 － 3 5 9 1 － 7 1 3 0
ホ ー ム ペ ー ジ ht申：〟w w w ．n －b ouka．orjp／

支援 長 崎市 消 防鷹 佐 健 保 市 消 防 魔

種　 別 講習番号 開　　 催　　 日 受 ・何　 期　 間 講　　 習　　 会　　 場 人員

08－4 20 0 1 5月 13日 （火）～ 14日 （水） 4月　 9日～ 4月 30 日
佐 世保市 労働福祉 センター
佐世保 市稲荷町 2－28 15 0

0 8－42 00 2 6月 18 日 （水）～ 19 日 （木） 5月 15 日～ 6月　 5 日 長崎県勤労福祉会舘
長崎市桜町 9－6 18 0

甲 種 防 火
管 理 講 習
新 規 講 習

08－4 2 00 4 10月 15 日 （水）～ 16日 （木） 9月 1 1日～ 10月　 2日
長崎県勤労福祉会館

一長崎市桜町 9－6
180

P
08－4 2 00 5 1 1月 1 1日 （火）～ 12日 （水） 10月　 8日～ 10月 2 9日

佐 世保 市労働 福祉センター
佐世保 市稲 荷町2－2 8 150

08－4 20 06 2 1年 2月 17日（火）～ 18 日（水） 2 1年 1月 14日～2月　 4 日
佐世保市労働福祉 センター
佐世保市稲荷町 2－2 8 15 0

．08－4 200 7 2 1年 3月 11日（水）～ 12 日（木） 2 1年 2月　 5日～ 2月 26 日 長崎県勤労福祉会館
長崎市桜町 9－6 180


